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郵
送
の
場
合
〒
一
○
八
東
京
都
港
区
三
田
二
’
一
五
’
四
五

慶
雁
義
塾
大
学
教
務
部
法
学
部
係

な
お
、
郵
送
で
投
稿
規
程
を
請
求
す
る
場
合
は
、
封
書
で
表
面
左
下
に

「
論
究
投
稿
規
程
請
求
」
と
記
入
し
、
返
信
用
封
筒
（
長
形
三
号
を
使
用
。

宛
先
記
入
の
上
、
切
手
九
○
円
を
貼
付
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

十
一
問
合
せ
先
（
封
書
に
限
る
）

〒
一
○
八
東
京
都
港
区
三
田
二
’
一
五
’
四
五

慶
膳
義
塾
大
学
法
学
部
研
究
室
内

池
田
真
朗

表
面
左
下
に
「
論
究
問
合
せ
」
と
記
入
し
、
返
信
用
封
筒
（
宛
先
記
入

の
上
、
切
手
八
○
円
を
貼
付
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

今
号
の
応
募
状
況
は
、
当
初
の
投
稿
希
望
が
六
二
件
、
論
文
提
出
が
一

六
件
で
、
審
査
の
結
果
、
条
件
付
き
合
格
に
よ
る
再
審
査
を
含
む
最
終
合

格
が
一
三
件
と
な
っ
た
。

こ
の
た
び
、
当
編
集
委
員
会
で
は
、
実
際
の
論
文
提
出
の
一
号
分
前
の

締
切
段
階
で
投
稿
希
望
申
請
を
求
め
る
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
改
め
、
今

後
は
投
稿
希
望
申
請
な
し
に
直
接
投
稿
を
受
け
付
け
る
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
は
、
近
時
、
投
稿
希
望
の
申
請
書
（
応
募
用
紙
）
の
み
を
繰
り
返
し
提

出
し
て
論
文
提
出
を
し
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
、
申
請
書
提
出
が
単
な

る
投
稿
権
利
確
保
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
た
変

更
で
あ
る
。
投
稿
規
程
は
近
く
改
訂
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
応
募
さ
れ
る

皆
さ
ん
に
は
、
今
後
は
応
募
用
紙
の
提
出
は
必
要
が
な
い
と
ご
理
解
い
た

だ
き
た
い
。

た
だ
し
、
こ
の
変
更
は
、
安
易
な
投
稿
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
通
り
、
大
学
院
在
籍
中
の
各
応
募
者
に
お
い
て
は
、
提
出
前
に

そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
教
授
の
十
分
な
指
導
を
受
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
実
際

の
論
文
投
稿
の
際
の
所
定
の
提
出
用
紙
に
指
導
教
授
の
推
薦
の
署
名
捺
印

を
必
要
と
す
る
の
は
従
前
の
通
り
で
あ
る
。

〔
編
集
後
記
〕

（
池
田
真
朗
・
記
）
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